
特集環境行動計画の改定とグリーン社会に向けて

1.　はじめに

地球温暖化に伴う気候変動の影響により，自然
災害の激甚化・頻発化等が懸念され，脱炭素社会
の実現に向けた取組が世界各国で進められてお
り，我が国においても，国全体の目標設定やその
実現に向けた対策の強化を進めている（図－ 1）。
道路は，我が国の経済成長を支え安全安心な暮
らしを確保する重要な社会基盤である一方，2022
年度時点で国内 CO2 排出量の約 18%を占めてお
り，脱炭素に関わる役割と責任を積極的に果たし
ていく必要がある（図－ 2）。
本稿では，2050 年カーボンニュートラルの実

現に貢献し，道路の脱炭素化の取組を推進するた

め，2024 年 12 月に策定・公表した「道路分野の
脱炭素化政策集Ver.1.0」（以下，「政策集」という）
を踏まえ，今後道路分野で進めていくべき脱炭素
の取組，取組を促進するための道路局の動き，今
後の展開を述べる。

2.　‌�道路分野の脱炭素化政策集‌
Ver.1.0

パリ協定の 1.5℃目標の達成に向け，我が国で
は 2050 年までのカーボンニュートラルの実現を
目指し，政府一丸となってカーボンニュートラル
に向けた取組を実施しているところである。この
ような流れを受けて，道路分野においても，脱炭
素の取組を推進するため，政策集を 2024 年 12 月
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図－ 1　我が国の温室効果ガス削減目標と進捗 図－ 2　道路分野における CO2排出量（2022年度）
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に策定した。具体的には，4つの基本的な政策の
柱に沿って，取組の目標やロードマップを設定
し，脱炭素化の取組を計画的に推進する。
国直轄道路では，脱炭素化目標として設定し
た，車両の電動車化率 100%，道路照明の LED
化率 100%，再生エネルギー活用 60%を達成する
ことで，道路管理者の事業活動による CO2 排出
量（Scope 1 と Scope 2）について，2030 年度ま
でに 2013 年度比で約 7 割削減することを目指
す。また，高速道路会社や地方自治体等の道路管
理者との協働により，道路分野全体の CO2 排出
量の削減を推進するとともに，その他の関係機関
とも連携し，政府の削減目標達成に貢献する。
なお，道路の建設・管理のために調達する工事

等によるCO2 排出（Scope 3 上流）の削減につい
て，技術基準や調達の見直しなど脱炭素化に配慮

した道路構造に転換するための検討なども行う
（図－ 3）。
今後，本政策集をたたき台として，政府計画

（地球温暖化対策計画等）等を踏まえながら，道
路管理者協働の下での脱炭素の取組をブラッシュ
アップしていく。

3.　協働による 2030 重点プロジェクト

道路分野の脱炭素化に向けて，各道路管理者や
関係者との協働により，重点的に推進する施策と
して，CO2 排出削減に併せてコスト縮減や地域活
性化などの効果が高い，次の施策について「協働
による 2030 重点プロジェクト」として推進する
（図－ 4）。

図－ 3　基本的な政策の柱（上），主な指標（左下），国直轄道路の 2030年度削減目標（右下）

図－ 4　協働による 2030重点プロジェクト
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⑴　LEDの道路照明への導入（国＋高速道路会
社＋自治体）
道路の日常管理における電力使用量のうち，道

路照明が約 7割を占めている。このため，従来の
照明よりも消費電力を約 56%削減できる LEDへ
の転換を促進する。また，LEDを標準化するた
めの技術基準を改定，センサー照明など新技術の
活用を進める。

⑵　再生可能エネルギーの活用（国＋高速道路会
社）
道路の日常管理のエネルギー消費のうち電力使

用が約 8割を占める。このため，CO2 排出量が石
油火力発電に比べ約 9割削減可能な再生可能エネ
ルギーの活用について，電力調達時の入札要件と
することや道路空間への太陽光発電設備の設置に
より推進する。また，技術開発状況を踏まえ，次
世代型太陽電池（ペロブスカイト太陽電池）の活
用を検討する。

⑶　低炭素な材料の導入促進（国＋高速道路会社
＋自治体＋民間企業）
アスファルト混合物の製造温度を 30℃低減し，

CO2 排出量を 7 ～ 18% 削減可能な「低炭素アス
ファルト」の導入を高速道路会社や地方自治体と
協働で推進する。国直轄道路では，製造プラント
の整った地域から，早期開放が求められる修繕工
事等で導入を推進する。また，セメント代替材料
としての産業副産物（高炉スラグ等）の利用や
「CO2 固定化コンクリート」の活用にも取り組む。

⑷　自転車の利用促進（国＋自治体＋民間企業）
乗用車による移動の約 4割が 5 km以下の短距
離利用で 1 人乗りが中心となっている。このた
め，走行時に CO2 を排出しない自転車利用への
転換を促進する。また，電動アシスト自転車の普
及への対応やDXによる施策促進も行う。

⑸　渋滞対策の推進（国＋高速道路会社＋自治体
＋民間企業）
渋滞等により約 4割の移動時間のロスが生じて
おり，経済損失につながっている。また，渋滞は
CO2 の排出量を増加させ，渋滞等による CO2 排
出量は，日本の総排出量の 1.3% に相当するた
め，主要渋滞箇所の対策を行う。また，TDM（交
通需要マネジメント）や自動車ボトルネック踏切
への対策等の渋滞対策を推進する。

⑹　ダブル連結トラックの導入促進（国＋高速道
路会社＋民間企業）
1 台で通常の大型トラック 2台分の輸送や，走
行時の CO2 排出量の約 4 割削減が可能な「ダブ
ル連結トラック」の導入を促進する。また，ダブ
ル連結トラックの通行区間や SA・PAの優先駐
車マスの拡充など，利用環境の整備を推進する。

4.　今後の展開（新技術の活用促進）

近年，脱炭素に資する設備の技術開発が進展し
ており，例を挙げると，EV給電施設で言えば非
接触型の給電設備，太陽光発電施設で言えば路面

写真－ 1　走行中給電設備（左），路面太陽光発電（中央），ペロブスカイト太陽電池（右）

千葉県柏市での実証試験（東京大学藤本研究室） （出典）積水化学工業（株）
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に設置する太陽光発電設備，軽量で柔軟という特
徴を有しこれまで設置が困難であった場所での導
入が期待される次世代型太陽電池（ペロブスカイ
ト太陽電池）などがある（写真－ 1）。
道路局では，これら新しい技術について，道路
空間での活用可能性を積極的に検討していく。な
お，前述した脱炭素技術のうち，非接触型の EV
給電設備と路面に設置する太陽光発電設備につい
ては，現場を活用した実証を行うこととしている。

5.　今後の展開（道路法改正）

道路分野としては，道路整備・管理といった，
道路管理者自らの事業活動による CO2 排出量削
減をこれまで以上に推進していく必要がある。
一部の道路管理者においては，自主的に計画を

定めるなどして，道路の脱炭素化を進めてきたと
ころではあるが，前述の政策集で掲げた「協働に
よる 2030 重点プロジェクト」をはじめとする取
組の実効性をさらに高めていく必要がある。そこ
で，国と高速道路会社や地方自治体等の道路管理
者が協働して脱炭素化を促進する枠組みを導入す
るとともに，各道路管理者の脱炭素技術の活用を

促進すること等を盛り込んだ，「道路法等の一部
を改正する法律」（以下，「改正道路法」という）
が 2025 年 4 月に成立・公布された。
今後，改正道路法に基づき，国土交通大臣が道
路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針である
「道路脱炭素化基本方針」，また，各道路管理者
は，道路脱炭素化基本方針に即して，その管理す
る道路の脱炭素化の推進に関する計画である「道
路脱炭素化推進計画」をそれぞれ策定する。これ
らの取組により，道路の脱炭素化を推進していく
（図－ 5）。

6.　おわりに

社会情勢の変化によって，道路の果たす役割も
変化していかなければならないと考えている。こ
れまでは，道路の役割として，ネットワークの機
能が最も注目されてきたところであるが，今後の
道路の役割として，脱炭素化・GXへの貢献とい
った新たな機能が発揮されるように，前述した政
策集等を踏まえ取組を推進し，道路分野も 2050
年カーボンニュートラルにしっかり貢献していき
たい。

図－ 5　道路法 改正概要（道路の脱炭素化）
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